[bookmark: _Hlk208474498]（様式１－２）【平日の活動及び大会・コンクール等は部活動の場合】
（様式１－２）【平日の活動及び大会・コンクール等は部活動の場合】
　年　　月　　日
地域クラブ認定（変更）申請書
雲仙市教育委員会　様

	申請者住所
	

	代表者氏名
	

	連絡先
	（電話）　　　　－　　　　－


下記のとおり雲仙市立中学校生徒のスポーツまたは文化・芸術活動等を確保することを設立趣旨とした地域クラブとして申請（変更申請）します。なお、雲仙市立小・中学校体育施設並びに雲仙市社会体育施設等を利用する場合は、裏面記載事項を承諾の上、遵守することを誓約します。

	[bookmark: _Hlk205990186]１
	地域クラブ名
（平日の部活動名）
	
（　　　　　）

	２
	競技または文化・芸術活動名
	

	３
	大会・コンクール等への出場
	□部活動のみ　□主催者によっては地域クラブで出場

	４
	活動日
	□土曜日　□日曜日　□祝日

	５
	主たる練習会場
	
※原則、平日の活動の主たる練習会場を明記する。合同部活動・拠点校部活動の場合は、それぞれの主たる練習会場を記入可。

	６
	主たる練習会場利用責任者
（連絡先）※代表者と異なる場合に記入する。
	
電話（　　　　－　　　　－　　　　）

	７
	その他参考となるべき事項
	□地域クラブの規約等（様式任意）
□指導者及び運営に携わる者、加入者の名簿等（様式任意で指導者及び運営に携わる者は、住所・年齢等、加入者は、所属校・学年を明記）
□傷害保険に加入していることがわかる書類等
□地域クラブ承認証明書
□その他必要と思われる書類（様式任意）
※以上の書類を添付すること。

	認　定　書
第　　　　　号
[bookmark: _Hlk190085088]　上記申請について、下記の条件を付して認定します。
　ただし、主たる練習会場は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。
　　　　　　年　　月　　日
雲仙市教育委員会　印　

雲仙市立　　　　学校
　校長　　　　　　　　　　印　


	条件
	・利用申請の許可後、やむを得ない事情等により、施設の利用を取り消す場合があります。
[bookmark: _Hlk169009492]・その他については、「学校開放施設利用（変更）許可申請書（使用料減免申請書）」並びに「体育施設利用（変更）許可申請書（使用料減免申請書）」等の条件のとおり。


(注意)　太枠内は記入しないこと。

（誓約書）

　認定（変更）申請に当たり、次の事項を誓約します。

１　本地域クラブは、生徒がスポーツまたは文化・芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保します。

２　本地域クラブは、「地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下で、生徒の望ましい成長を確保します。

３　本地域クラブは、生徒の学期中において、平日の部活動の活動状況を含め、週当たり２日以上の休養日を設けます。（原則平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とします。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。）長期休業中の休養日の設定も、学期中に準じた扱いを行います。家庭の日（毎月第３日曜日）及び学校閉庁期間は、原則練習は行いません。

４　本地域クラブは、学校と連携し、学校部活動の教育的意義を継承・発展しつつ、スポーツまたは文化・芸術の振興の観点からも充実を図ります。

５　本地域クラブの指導者（地域クラブに関わる関係者も含む）は、指導技術及び生徒の安全・健康面の配慮など、生徒への適切な指導力等の質の担保のみならず、暴言・暴力、行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為も根絶します。

６　本地域クラブの指導者（地域クラブに関わる関係者も含む）や参加する生徒等は、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入します。

７　土曜日、日曜日、祝日に、学校体育施設または社会体育施設を主たる練習会場として利用する場合は、教育委員会に「学校開放施設利用（変更）許可申請書（使用料減免申請書）」または「体育施設利用（変更）許可申請書（使用料減免申請書）」を提出します。

８　学校体育施設または社会体育施設以外の雲仙市公共施設を主たる練習会場とする場合は、各種申請書を提出し、各公共施設の使用ルールを遵守します。

９　本地域クラブ活動中に、施設の破損等があった場合は、教育委員会等に届けるとともに原状に回復し、利用後の清掃・グラウンド整備等については、責任を持って行います。

１０　変更申請については、変更事項が発生した場合速やかに提出します。

１１　本地域クラブは、令和１３年４月から平日及び大会・コンクール等も地域クラブで活動します。


